
議第２６号 

呉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

呉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

呉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（呉市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 呉市職員の給与に関する条例（昭和２７年呉市条例第１号）の一部を次の

ように改正する。 

  第６条の３第１項第１号中「４１２，２００円」を「４１３，３００円」に改

める。 

第８条の２第２項第３号中「１００分の６」を「１００分の７．５」に改め，

同項第４号中「１００分の３」を「１００分の４．５」に改める。 

第１４条の４第２項中「１００分の２１２．５」を「１００分の２２２．５」

に改める。 

第１４条の５第２項第１号中「１００分の７５」を「，６月に支給する場合に

おいては１００分の７５を，１２月に支給する場合においては１００分の８５」

に改め，同項第２号中「１００分の３５」を「，６月に支給する場合においては

１００分の３５を，１２月に支給する場合においては１００分の４０」に改める。 

  別表第１から別表第４までを次のように改める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２条 呉市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

  第１４条の４第２項中「１００分の１９７．５」を「１００分の２０２．５」

に，「１００分の２２２．５」を「１００分の２１７．５」に改める。 

第１４条の４の３第４項中「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第

１４条又は第４５条」を「行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１８条

第１項本文」に改める。 

第１４条の５第２項第１号中「，６月に支給する場合においては１００分の７

５を，１２月に支給する場合においては１００分の８５」を「１００分の８０」

に改め，同項第２号中「，６月に支給する場合においては１００分の３５を，１

２月に支給する場合においては１００分の４０」を「１００分の３７．５」に改

める。 

別表第５中 

 「                 「 

消防長の職務 を １ 消防長の職務 

２ 理事の職務                」 

                                    」 

 に改める。 

 （一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第３条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年呉市条例第２号）

の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項の表を次のように改める。 

号給 給料月額 

 円  

１ ３７１，０００ 

２ ４１９，０００ 

３ ４７１，０００ 

４ ５３２，０００ 

５ ６０７，０００ 

  第８条第２項中「１００分の２１２．５」とあるのは「１００分の１５５」を

「１００分の２２２．５」とあるのは「１００分の１６０」に改める。 

第４条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項中「１００分の１９７．５」を「１００分の２０２．５」に，

「１００分の１５５」を「１００分の１５７．５」に，「１００分の２２２．

５」を「１００分の２１７．５」に，「１００分の１６０」を「１００分の１５

７．５」に改める。 

（呉市消防職員特殊勤務手当支給条例の一部改正） 

第５条 呉市消防職員特殊勤務手当支給条例（昭和４５年呉市条例第１０号）の一

部を次のように改正する。 

第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 



（呉市立呉高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改

正） 

第６条 呉市立呉高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭

和４６年呉市条例第５４号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

（呉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正） 

第７条 呉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（平成７年呉市条例第２５

号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

（呉市職員特殊勤務手当支給条例の一部改正） 

第８条 呉市職員特殊勤務手当支給条例（平成１０年呉市条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

（呉市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第９条 呉市職員退職手当支給条例（昭和３８年呉市条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。 

第１７条第４項中「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第１４条第

１項又は第４５条」を「行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１８条第

１項本文」に改める。 

付 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から

施行する。 

(1) 第 1 条及び第３条の規定 公布の日 

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成２８年４月１日  

２ 第１条の規定による改正後の呉市職員の給与に関する条例（以下「改正後の給

与条例」という。）の規定及び第３条の規定による改正後の一般職の任期付職員

の採用等に関する条例（以下「改正後の任期付職員条例」という。）の規定は，

平成２７年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

３ 次の表の左欄に掲げる期間における改正後の給与条例第８条の２第２項第３号

の規定の適用については，同号中「１００分の７．５」とあるのは，それぞれ同

表の右欄に掲げる割合とする。 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで １００分の６．７９ 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで １００分の７ 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで １００分の７．２ 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで １００分の７．３ 

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで １００分の７．４ 

４ 次の表の左欄に掲げる期間における改正後の給与条例第８条の２第２項第４号

の規定の適用については，同号中「１００分の４．５」とあるのは，それぞれ同



表の右欄に掲げる割合とする。 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで １００分の３．７９ 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで １００分の４ 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで １００分の４．２ 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで １００分の４．３ 

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで １００分の４．４ 

（給与の内払） 

５ 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合において

は，第１条の規定による改正前の呉市職員の給与に関する条例又は第３条の規定

による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給

された給与は，それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定に

よる給与の内払とみなす。 

 （呉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

６ 呉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２７年呉市条例第

４１号）の一部を次のように改正する。 

  付則第３項中「（教育職給料表の適用を受ける職員にあっては，平成２８年３

月３１日まで）」を削る。  

 （市長への委任） 

７ 第３項から前項までに定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，

市長が定める。 

 

 

 

（提案理由） 

 国家公務員の給与に関する人事院勧告等に準じた給与の改定を行うとともに，地

方公務員法の一部改正及び行政不服審査法の全部改正に伴う引用条項の整理を行う

ため，この条例案を提出する。 


